
災害時における機材のレンタル供給に関する協定書 
 
山梨県（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）とは、災

害発生時におけるレンタル機材（乙が所有する機材であって、レンタルの用に供するも 
の。以下「機材」という。）の供給について、次のとおり協定を締結する。 
 
（要請） 
第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な機材の供給を要請す 
ることができる。 
（１）山梨県内において災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。 
（２）山梨県外の災害応急対策のため、国又は関係都道府県から、機材の調達斡旋を 

要請されたとき。 
 
（供給機材の範囲） 
第２条 甲が乙に供給を要請する機材は、支援物資にかかる荷役・輸送用資機材のほか、 
応急対策全般にかかる資機材のうち、要請時点で、乙が供給できる機材とする。 

 
（要請の方法） 
第３条 第１条の要請は、別紙第１号様式をもって行うものとする。ただし、事態が急 
迫して文書によることができない場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、そ 
の後速やかに文書を交付するものとする。 

 
（要請に基づく乙の協力） 
第４条 乙は、前条第１項の要請を受けたときは、可能な範囲で機材の優先レンタル供 
給に努めるものとする。 

 
（機材の運搬、引渡し） 
第５条 機材の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡 
場所までの機材の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難 
な場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、引渡し場所に職員又は甲が指定する者を派遣し、機材を確認の上、受領する 
ものとする。 

３ 乙は、機材の引渡しが完了した場合は、速やかに別紙第 2号様式により甲に報告す 
るものとする。 

 
（車両の通行） 
第６条 甲は、乙が前条第１項の規定により機材を運搬する車両を緊急通行車両として 
通行できるように可能な範囲で支援するものとする。 

 
（機材のレンタル費用等） 
第７条 乙が供給した機材の賃貸に係る費用は、甲又は甲の指定する地方自治体が負担 
するものとする。 

２ 乙が供給した機材の賃貸価格は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の 
 



取引については取引時の適正な価格）とする。 
３ 乙が行なった運搬に係る費用は、甲乙協議の上決定する。 
 
（費用の支払い） 
第８条 甲が借り受けた機材の賃貸に係る費用は、乙からの請求後、速やかに甲又は甲 
の指定する地方自治体から乙に支払うものとする。 

 
（災害補償） 
第９条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死 
亡し、負傷し、又は疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関 
係法令に定めるところによるものとする。 
 

（連絡体制） 
第 10条 甲及び乙は、機材の供給に支障をきたさないよう、事前に連絡責任者を定め、 
相互に文書で報告するものとする。 

２ 甲及び乙は、前項の報告を毎年４月に行うものとし、連絡責任者に変更が生じた場 
合は、その都度行うものとする。 

 
 (有効期限) 
第 11条 この協定は、締結の日から起算して１年間とする。ただし、有効期間満了日ま 
で、甲、乙いずれからも意思表示がないときは同一条件で更新されたものとし、以後 
も同様とする。 

２ この協定を解除する場合は、甲乙双方又はいずれか一方が解除日 1 か月前までに書 
面により相手方に通知するものとする。 

 
（協議） 
第 12条 この協定において疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項について 
は、甲乙協議を行い、円満に解決を図るものとする。 

 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通 

を保有するものとする。 
 
 
平成２６年１２月１日 
 

甲 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 
山梨県 
代表者 山梨県知事 横 内 正 明 
 

 
乙 東京都中央区日本橋３丁目１２番２号 

株式会社アクティオ 
代表取締役社長  

 



別紙第１号様式 

第   号 

平成  年  月  日 

殿 

山梨県知事 

災害時におけるレンタル機材の供給に関する要請書 

 

「災害時における機材のレンタル供給に関する協定」に基づき、下記のとおり要請します。なお、 

本要請に対する貴社の措置が完了後、別紙第２号様式（協定書第５条第3項）により、速やかに報告 

願います。 

記 

１ 災害及び機材の供給を必要とする状況 

２ 供給を必要とする機材の内容等 

 

要請期日 必要とする機材の種類 数量 機材運搬先 

    

    

    

    

    

    

    

 



別紙第２号様式 

平成  年  月  日 

レンタル機材供給完了報告書 

 

山梨県知事 殿 

                    報告者 ： 

 

「災害時における機材のレンタル供給に関する協定」（第５条第3項）に基づき、当社のレン 

タル機材を下記のとおり供給しましたので報告します。 

記 

引渡日時 場  所 機 材 名 数量 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 


